
 

 

京田辺市国民保護計画策定に当たっての基本的な考

 
 国民保護法、基本指針、京都府国民保護計画に基づき、市町

考に、京田辺市の地理的・社会的特性や、数多くの歴史的遺産

踏まえ、下記事項に留意して、京田辺市国民保護計画を策定する

 

１ 様々な事態から市民の安心・安全を確保 

○いかなる事態においても市民の生命・身体及び財産を守る

果たせる実践的な計画とする。 

○地域防災計画など既存の危機管理体制との整合を図り、総

能の強化の観点から計画を策定する。 

○現在の国際情勢を踏まえ、テロ等の緊急対処事態への対策に

 

２ 基本的な留意事項 

 「基本的人権の尊重」、「国民の権利利益の迅速な救済」、「的

の提供」、「京都府及び近隣市町村との連携強化」、「安全の確

する。 

 ○高齢者、障害者、乳幼児その他配慮を要する者の保護に配慮

  情報の伝達、避難の誘導、避難施設の運営などにおいて、

乳幼児、日本語が不自由な外国人などに配慮する。 

 ○市民、区、自治会、市内関係機関との連携強化 

  区・自治会をはじめとする市内の関係機関との連携を強化

規模店舗施設や生活関連施設の管理者、企業等、さらには

連携を構築する。 

 ○的確かつ迅速な情報の伝達体制の確保 

  武力攻撃等の情報、警報、避難の指示、緊急通報の発令な

確かつ迅速に提供できるよう、地域防災計画の伝達手段を

情報手段の多様化を図る。 
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 ○近隣市町村との連携強化 

  市から他市町村への避難や他市町村から避難民の受け入れが想定されており、

近隣市町村との連携を強化する。 

 ○救援体制の確立 

  長期、大規模な避難となることも念頭において、避難施設を指定するととも

に、南部都市広域行政圏推進協議会関係市町村や市内企業と連携した備蓄体

制の構築を図る。 

 ○安否情報の収集・提供 

  安否情報の収集・提供は、国民保護法で創設された新たな事務であり、個人

情報保護に十分留意しつつ、関係機関との協力体制を構築する。 

 ○医療体制の充実 

  多数の負傷者の発生やＮＢＣ攻撃に備え、府が構築する救急医療、専門医療

体制との連携を図る。 

 

３ 計画の構築 

 使いやすい，分かりやすさに留意し、「本編」、「マニュアル・資料編」の２部構

成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

京田辺市国民保護協議会 委員名簿 
 

           （Ｈ１８，５） 

会長＝京田辺市長 久村  哲 

区分 機 関 名 ・ 職 名 等 氏    名 

１号 近畿農政局消費安全部 地域第１課長 前田 義信 

２号 陸上自衛隊第１０２施設器材隊長 大森 豊海 

３号 京都府山城広域振興局長 奥原 恒興 

 京都府田辺警察署長 寺﨑 光雄 

４号 京田辺市助役 廣野  信 

 京田辺市助役 岡本  仁 

５号 京田辺市教育委員会 教育長 村田 新之昇 

 京田辺市消防本部 消防長 松中  進 

６号 京田辺市水道事業管理者 木村 輝夫 

 京田辺市危機管理監 小山 孝夫 

７号 西日本電信電話（株）みやこ支店 設備部長 前田 貴宏 

 関西電力（株）伏見営業所木津技術サービスセンター所長 阪口 正夫 

 大阪ガス（株）導管事業部北東部導管部保安指令センター所

長 

中村 孝敏 

 奈良交通（株）代表取締役社長 坂本 成彦 

 近畿日本鉄道（株）新田辺駅長 水越 文雄 

８号 京田辺市議会議長 畑  俊宏 

 京田辺市消防団長 中川 雅義 

 京田辺市自衛消防隊連絡協議会長 大河 二郎 

 綴喜医師会長（会長又は会の推薦者） 澤井 公和 

 綴喜西部土地改良区理事長 上村 卓男 

 社会福祉法人 京田辺市社会福祉協議会長 村上 喜重 

 京田辺市商工会長 北川 欽造 



 京田辺市市政協力員連絡協議会長 上村 義忠 

 JA 京都やましろ農業協同組合 代表理事組合長 永江 幸司 

 京田辺女性ネットワークの会かがやき会長 米田 泰子 

 学校法人 同志社大学長 八田 英二 

 京田辺市ＬＰガス保安連絡協議会長 福田 充完 

 

 


